
 

 
 

平成 25年２月６日 

指定較正機関の指定 
―無線設備の検査等に用いる測定器等を較正する指定較正機関の指定― 

 

総務省は、インターテックジャパン株式会社（代表取締役 井上 信行）からの指定較正機関

に関する申請を受け、本日、電波監理審議会に諮問し、指定を適当とする旨の答申を受けました

ので、同社を指定することとしました。 

今回の指定により、指定較正機関は３機関となります。 

 

１ 指定較正機関について 

無線設備等の検査又は点検を行う者（登録検査等事業者）や特定無線設備の認証を行う者（登録証

明機関）は、測定器等について較正等を受けたものを使用することとされています。指定較正機関は、

電波法（昭和25年法律第131号）の規定により、総務大臣の指定を受けて、登録検査等事業者等が使用

する測定器等の較正の業務を行います。 

 

２ 今回の指定の概要 

⑴ 指定較正機関の名称及び住所 

インターテックジャパン株式会社 

神奈川県横浜市鶴見区生麦２丁目 

３番18号 

⑵ 較正の業務を行う事務所の所在地 

茨城県神栖市砂山３番地２ 

インターテックジャパン株式会社 

校正室 

⑶ 対象とする測定器 

周波数計、スペクトル分析器、 

電界強度測定器、高周波電力計、 

電圧電流計、標準信号発生器及び 

周波数標準器 

⑷ 較正の業務を開始する日 

平成25年４月１日（予定） 

 

３ 指定較正機関一覧（平成25年２月６日現在） 

名 称 指定日 較正業務開始日 

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 平成23年７月25日※ 平成23年７月25日※ 

アジレント・テクノロジー株式会社 平成24年７月11日 平成24年８月１日 

インターテックジャパン株式会社 平成25年２月６日 平成25年４月１日(予定) 

  ※ 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターについては、指定の更新日である。 

 

 

 

 

 

 

（検査結果証明書等の提出） 

検査等の実施 

登録   

  目的：測定器等の較正により測定に関する技術的正確さを確保 

  免許人等 

  総務省 

  登録検査等事業者 

 
・登録検査等事業者等の測定器等を較正  

指定較正機関 
・指定較正機関の較正器を較正 
・登録検査等事業者等の測定器等を較正 
 

(独)情報通信研究機構 
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特定無線設備の認証 
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【連絡先】 

総合通信基盤局 電波部 電波環境課 

馬場課長補佐、菅野技術管理係長 

ＴＥＬ 
（代表）03－5253－5111 内線 5908 
（直通）03－5253－5908 

ＦＡＸ 03－5253－5914 

E-mail 
giteki_shiken_atmark_ml.soumu.go.jp 
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示し

ておりますので、ご送信の際は「@」に変更してください。 

 


